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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を読み取ってモノクロ画像データを生成する画像処理装置であって、
　モノクロコピーを行う場合に、ＲＧＢセンサを使って原稿を読み取らせる第１の指示、
または、前記ＲＧＢセンサを用いて原稿を読み取る速度よりも読み取り速度が速く、Ｇフ
ィルタに類似する特性のフィルタが設けられているＢＷセンサを使って原稿を読み取らせ
る第２の指示を入力する操作部と、
　読み取った原稿のモノクロコピーを指示するモノクロ出力指示手段と、
　前記操作部を介して前記第１の指示が入力されたのか、前記第２の指示が入力されたの
かを判定する判定手段と、
　前記モノクロ出力指示手段によってモノクロコピーが指示され、かつ、前記判定手段に
よって前記第１の指示が入力されたと判定された場合、前記原稿を前記ＲＧＢセンサを使
って読み取り、前記モノクロ出力指示手段によってモノクロコピーが指示され、かつ、前
記判定手段によって前記第２の指示が入力されたと判定された場合、前記原稿を前記ＢＷ
センサを使って読み取る読取手段と、
　前記読取手段によって読み取った前記原稿のモノクロ画像データを生成する生成手段と
を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記第１の指示は原稿の画質を優先する場合の指示であり、前記第２の指示は原稿の読
み取り速度を優先する場合の指示であることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置
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。
【請求項３】
　前記モノクロ出力指示手段によってモノクロコピーが指示され、かつ、前記原稿をプラ
テン読み取りする場合、前記操作部にて入力された指示を無効とし、前記読取手段は前記
ＲＧＢセンサを使って前記原稿を読み取り、前記生成手段はモノクロ画像データを生成す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　読み取った原稿のカラーコピーを指示するカラー出力指示手段を更に有し、
　前記カラー出力指示手段によってカラーコピーが指示された場合、前記読取手段は前記
ＲＧＢセンサを使って前記原稿を読み取り、前記生成手段はカラー画像データを生成する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記読取手段に原稿フィーダが装着されていない場合、前記操作部にて入力された指示
を無効とし、前記読取手段は前記ＲＧＢセンサを使って前記原稿を読み取り、前記生成手
段はモノクロ画像データを生成することを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理
装置。
【請求項６】
　文字モード、写真モード、文字写真モードのいずれかのモード設定を受け付けるモード
設定手段を更に有し、
　前記モード設定手段により前記文字モードが設定された場合、前記読取手段は前記ＢＷ
センサを使って前記原稿を読み取り、前記生成手段はモノクロ画像データを生成し、
　前記写真モードまたは前記文字写真モードが設定された場合、前記モノクロ出力指示手
段と前記判定手段と前記読取手段と前記生成手段による処理を実行することを特徴とする
請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　読み取る原稿の重量を検知する重量検知手段と、
　前記重量検知手段に対する有効または無効の設定を受け付ける重量検知設定手段と
を更に有し、
　前記重量検知手段は、予め定義された前記原稿の重量に対する軽重の判定基準に従って
、前記原稿の重量が軽いか重いかを判定し、前記重量検知手段において軽いと判定された
場合には、前記読取手段は前記原稿を前記ＲＧＢセンサを使って読み取り、重いと判定さ
れた場合、前記モノクロ出力指示手段と前記判定手段と前記読取手段と前記生成手段によ
る処理を実行することを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　原稿を読み取ってモノクロ画像データを生成する画像処理装置の制御方法であって、
　モノクロコピーを行う場合に、ＲＧＢセンサを使って原稿を読み取らせる第１の指示、
または、前記ＲＧＢセンサを用いて原稿を読み取る速度よりも読み取り速度が速く、Ｇフ
ィルタに類似する特性のフィルタが設けられているＢＷセンサを使って原稿を読み取らせ
る第２の指示を操作部を介して受け付ける受付工程と、
　読み取った原稿のモノクロコピーを指示するモノクロ出力指示工程と、
　前記操作部を介して前記第１の指示が入力されたのか、前記第２の指示が入力されたの
かを判定する判定工程と、
　前記モノクロ出力指示工程においてモノクロ出力が指示され、かつ、前記判定工程によ
って前記第１の指示が入力されたと判定された場合、前記原稿を前記ＲＧＢセンサを使っ
て読み取り、前記モノクロ出力指示工程によってモノクロ出力が指示され、かつ、前記判
定工程によって前記第２の指示が入力されたと判定された場合、前記原稿を前記ＢＷセン
サを使って読み取る読取工程と、
　前記読取工程によって読み取った前記原稿のモノクロ画像データを生成する生成工程と
を有することを特徴とする制御方法。
【請求項９】
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　コンピュータを、
　モノクロコピーを行う場合に、ＲＧＢセンサを使って原稿を読み取らせる第１の指示、
または、前記ＲＧＢセンサを用いて原稿を読み取る速度よりも読み取り速度が速く、Ｇフ
ィルタに類似する特性のフィルタが設けられているＢＷセンサを使って原稿を読み取らせ
る第２の指示を入力する操作手段、
　読み取った原稿のモノクロコピーを指示するモノクロ出力指示手段、
　前記操作部を介して前記第１の指示が入力されたのか、前記第２の指示が入力されたの
かを判定する判定手段、
　前記モノクロ出力指示手段によってモノクロコピーが指示され、かつ、前記判定手段に
よって前記第１の指示が入力されたと判定された場合、前記原稿を前記ＲＧＢセンサを使
って読み取り、前記モノクロ出力指示手段によってモノクロコピーが指示され、かつ、前
記判定手段によって前記第２の指示が入力されたと判定された場合、前記原稿を前記ＢＷ
センサを使って読み取る読取手段、
　前記読取手段によって読み取った前記原稿のモノクロ画像データを生成する生成手段
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はスキャナを用いて画像データからモノクロ出力物を得るための画像処理装置、
制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＲＧＢカラーセンサとＢＷモノクロセンサとを併せ持ち、カラーモード、モノク
ロモードを切り替えていた。モノクロモード時にはモノクロセンサからの信号をモノクロ
用Ａ／Ｄ変換器のみならず、他のカラーセンサ用に対応して設けられたＡ／Ｄ変換器を用
いて分割処理を行うことで、高速なモノクロ読み取りや、高品質なカラー画像を得ること
ができる手法が提案されている（特許文献１等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－５４９０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１では、原稿をＲＧＢカラーセンサで読み取るカラー読み取りモードと、原稿
をＢＷモノクロセンサで読み取るモノクロ読み取りモードを備えている。しかしながら、
特許文献１では、原稿をモノクロ出力する際に、カラー読み取りモードとモノクロ読み取
りモードを切り換えて使用しない。
【０００５】
　モノクロ出力時においてカラー原稿に対してモノクロ読み取りモードを用いて読み取り
を行った場合、カラー読み取りモードを用いて読み取りを行った場合に比べ読み取り速度
は向上するが特定色の階調再現性劣化が激しい場合がある。これはＢＷモノクロセンサに
対応しているフィルタがＧフィルタに類似する特性を有しており、青色および赤色帯域の
一部の情報が欠落してしまうためである。一方でカラー読み取りモードを用いて読み取り
を行った場合、階調再現性は向上するが、複数のセンサを用いて原稿を読み取るため、読
み取り速度が低いという課題がある。
【０００６】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものである。その目的は、モノクロ画像
を形成する処理において、原稿中の階調再現性を向上させることと、読み取り速度の両立
を可能とする画像処理装置を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　原稿を読み取ってモノクロ画像出力する際に、カラー読み取りを行いモノクロ出力する
か、モノクロ読み取りを行いモノクロ出力するかの選択を可能とする画像処理選択装置を
提供する。そのため、本発明において次の構成を有する。
【０００８】
　原稿を読み取ってモノクロ画像データを生成する画像処理装置であって、
　モノクロコピーを行う場合に、ＲＧＢセンサを使って原稿を読み取らせる第１の指示、
または、前記ＲＧＢセンサを用いて原稿を読み取る速度よりも読み取り速度が速く、Ｇフ
ィルタに類似する特性のフィルタが設けられているＢＷセンサを使って原稿を読み取らせ
る第２の指示を入力する操作部と、
　読み取った原稿のモノクロコピーを指示するモノクロ出力指示手段と、
　前記操作部を介して前記第１の指示が入力されたのか、前記第２の指示が入力されたの
かを判定する判定手段と、
　前記モノクロ出力指示手段によってモノクロコピーが指示され、かつ、前記判定手段に
よって前記第１の指示が入力されたと判定された場合、前記原稿を前記ＲＧＢセンサを使
って読み取り、前記モノクロ出力指示手段によってモノクロコピーが指示され、かつ、前
記判定手段によって前記第２の指示が入力されたと判定された場合、前記原稿を前記ＢＷ
センサを使って読み取る読取手段と、
　前記読取手段によって読み取った前記原稿のモノクロ画像データを生成する生成手段と
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　カラースキャナ及びモノクロスキャナが搭載された画像処理装置において、原稿をモノ
クロ出力する際に、カラーもしくはモノクロのいずれの方法で読み取るかをユーザに選択
させる。これによって、カラー読み取りでは原稿中の階調再現性を向上させることができ
る。
【００１０】
　また、モノクロ読み取りでは読み取り速度を向上させることができる。すなわち、読み
取りの選択によって、ユーザが所望するモノクロ画像への処理速度もしくは再現性向上を
実現することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係るデジタル複合機の概観図の例である。
【図２】本実施形態に係るデジタル複合機のスキャナ部分における構成図の例である。
【図３】本実施形態に係るデジタル複合機の制御システムの構成図の例である。
【図４】本実施形態に係る入力画像処理部の構成を示した例の図である。
【図５】本実施形態に係る中間画像処理部の構成を示した例の図である。
【図６】本実施形態に係る出力画像処理部の構成を示した例の図である。
【図７】本実施形態に係るデジタル複合機の操作部の概観図の例である。
【図８】本実施形態に係る操作画面の例である。
【図９】第一の実施形態における処理の流れを表したフロー図である。
【図１０】第四の実施形態における処理の流れを表したフロー図である。
【図１１】第四の実施形態おけるガンマ補正係数を示したものである。
【図１２】第五の実施形態における操作画面の例である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。
【００１３】
　＜第一の実施形態＞
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　本発明の第一の実施形態について説明する。本実施形態ではモノクロプリント時の読み
取りモードを指定可能なシステムにおいて、指定された読み取りモードで読み取りを行う
手法について説明する。
【００１４】
　図１は、本実施形態を適用するのに好適な出力デバイスおよび画像処理システムを有す
るデジタル複合機００１の構成を示す図である。ただし、本発明はデジタル複合機に限定
するわけではなく、同様の機能を有するものであれば適用可能である。
【００１５】
　＜画像入力部（スキャナ）＞
　図１における画像入力デバイスであるスキャナ部２００の詳細を図２に示す。図２にお
いて、スキャナユニット２１２は、原稿照明ランプ２１３、走査ミラー２１４～２１６等
により構成されている。このスキャナユニット２１２は、通常、水平方向に往復移動する
ことにより原稿照明ランプ２１３にて原稿台にあるプラテンガラス２１１上の原稿を走査
する。次に、スキャナユニット２１２はその原稿からの反射光を走査ミラー２１４～２１
６、およびレンズ２１７を介してＲＧＢカラーセンサ（ＲＧＢセンサ）およびＢＷモノク
ロセンサ（ＢＷセンサ）を備えたＣＣＤセンサ２１８に入射させる。次に、ＣＣＤセンサ
２１８はＲＧＢカラー画像データおよびモノクロ画像データを表す電気信号に変換する。
ここでは読み取りモードとしてＲＧＢカラーセンサを用いて原稿を読み取るカラー読み取
りモードと、ＢＷモノクロセンサを用いて原稿を読み取るモノクロ読み取りモードの２つ
の読み取りモードを備えている。これらのセンサにより読取手段を実現する。
【００１６】
　原稿用紙は原稿フィーダ２０１のトレイ２０２にセットし、ユーザが操作部４００から
読み取り指示することにより、コントローラＣＰＵ１０３がスキャナ２００に指示を与え
、フィーダ２０１は原稿用紙を一枚ずつフィードし原稿の読み取り動作を行う。また、第
三の実施形態では、原稿フィーダ２０１が装着されている場合と、原稿フィーダ２０１が
装着されていない場合がある。また、原稿フィーダ２０１のトレイ２０２には重量検知部
（不図示）を備えている。ただし、重量検知部は後述する第五の実施形態において、使用
することを想定しており、第一乃至第四の実施形態における装置には備えていなくても良
い。
【００１７】
　＜画像出力部（プリンタ）＞
　図１において、画像出力デバイスであるプリンタ部３００はラスター画像データを用紙
上の画像に変換する部分である。印字方式は感光体ドラムや感光体ベルトを用いてトナー
を紙に定着させる電子写真方式、微小ノズルアレイからインクを吐出して用紙上に直接画
像を印字するインクジェット方式等があるが本実施形態において印字方式は特に限定しな
い。プリント動作の起動はコントローラＣＰＵ１０３からの指示によって開始する。プリ
ンタ部３００は、異なる用紙サイズまたは異なる用紙向きを選択できるように複数の給紙
段を持ち、それに対応した用紙カセット３０２、３０３、３０４、３０５が装着される。
各用紙はこの用紙カセットに装填される。また、排紙トレイ３０６は印字し終わった用紙
が排出される際に受けるものである。
【００１８】
　＜デジタル複合機制御システム構成＞
　本実施形態を適用するのに好適なデジタル複合機００１の制御システム構成を図３に示
す。コントローラユニット１００は画像入力装置であるスキャナ２００や画像出力装置で
あるプリンタ３００と接続し、一方ではＬＡＮ８００や公衆回線９００と接続することで
、画像データやデバイス情報の入出力を行うためのコントローラである。ＣＰＵ１０３は
デジタル複合機００１全体を制御するコントローラとして機能する。ＲＡＭ１０７はＣＰ
Ｕ１０３が動作するためのシステムワークメモリであり、画像データを一時記憶するため
の画像メモリとしても利用される。ＲＯＭ１０８はブートＲＯＭとして利用され、デジタ
ル複合機００１のブートプログラムが格納されている。ＨＤＤ１０９はハードディスクド
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ライブで、システムソフトウェア、画像データ等を格納する。操作部Ｉ／Ｆ１０４は操作
部４００とのインタフェース部で、操作部４００にて表示する画像データを操作部４００
に対して出力する。また、操作部４００からユーザが入力した情報をＣＰＵ１０３に伝え
る役割をする。ネットワークＩ／Ｆ１０５はＬＡＮ８００に接続し、情報の入出力を行う
。モデム１０６は公衆回線９００に接続し、データ送受信を行うための変調復調処理を行
う。以上のデバイスがシステムバス１０１上に配置される。
【００１９】
　イメージバスＩ／Ｆ１１０はシステムバス１０１と画像データを高速で転送するイメー
ジバス１０２を接続し、データ構造を変換するバスブリッジである。イメージバス１０２
は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４などの高速バスで構成される。イメージバス１０
２上には以下のデバイスが配置される。ページ記述言語レンダリング部１１１はＰＤＬコ
ードをラスター画像に展開するとともに付属の情報をコントローラ内で使用可能なフォー
マットに展開する。デバイスＩ／Ｆ部１１２は、画像入出力デバイスであるスキャナ２０
０やプリンタ３００とコントローラ１００を接続し、画像データの同期系／非同期系の変
換を行う。
【００２０】
　入力画像処理部５００は、スキャナ２００で読み取られた画像やネットワークＩ／Ｆ部
１１２を経由して外部から受信した画像などの入力画像データに対し補正、加工、編集を
施し、その後のプリント出力または画像送信に適した処理を行う。中間画像処理部６００
では、画像データの圧縮伸張処理及び画像の拡大縮小を行う。出力画像処理部７００は、
プリント出力画像データに対して、プリンタに合わせた補正、解像度変換等を行う。
【００２１】
　後述する図６において、出力画像処理部７００の内部構成は述べるが、出力画像処理部
７００は次の機能を有する。原稿モードとして原稿全面を文字と認識し、出力画像処理部
７００におけるフィルタ処理部７０３においてエッジ強調処理、ガンマ補正部７０４で文
字モード用の補正係数を用いて補正処理等を行う文字モードを備える。また、原稿全面を
写真と認識し、出力画像処理７００におけるガンマ補正部７０４で写真モード用の補正係
数を用いて補正処理等を行う写真モードを備える。また、原稿に文字と写真が混載してい
る場合には混載モードとして、混載を認識し、入力画像処理部５００における像域判定部
５０３で像域判定を行い、出力画像処理７００におけるガンマ補正部７０４で文字写真モ
ード用の補正係数を用いて補正処理等を行う文字写真モードを備えている。
【００２２】
　図４は、本発明の第１の実施形態に係る画像処理装置の入力画像処理部５００の細部構
成を示すブロック図である。副走査色ズレ補正部５０１は、入力画像の副走査方向の色ず
れを補正する。例えば、画像データの色ごとに１×５サイズのマトリクス演算を行う処理
が行われる。主走査色ズレ補正部５０２は、入力画像の主走査方向の色ずれを補正する。
例えば、画像データの色ごとに５×１サイズのマトリクス演算を行う処理が行われる。像
域判定部５０３は、入力画像中の画像種類を識別する。例えば、入力画像中の、写真部分
／文字部分、有彩色部分／無彩色部分等、それぞれの画像種類を構成する画素を識別し、
その種別を示す属性フラグデータを画素単位で生成する。フィルタ処理部５０４は、入力
画像の空間周波数を任意に補正する。例えば、９×９サイズのマトリクス演算を行う処理
が行われる。ヒストグラム処理部５０５は、入力画像中の画像信号データをサンプリング
およびカウントする。例えば、入力画像がカラーであるのかモノクロ画像であるのかの判
別、入力画像の下地レベルの判定が行われる。
【００２３】
　入力色補正部５０６は、入力画像の色味の補正を行う。例えば、入力画像の色空間を任
意の色空間に変換するなどの処理を行う。入力画像処理部５００内の処理は、上述した副
走査色ズレ補正部５０１～入力色補正部５０６の全てを用いる処理だけに限られるもので
はなく、他の画像処理モジュールが追加されても良いし、また、必要に応じて削除されて
も良い。さらに、副走査色ズレ補正部５０１～入力色補正部５０６の処理順に関しても、
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これだけに限られるものではない。すなわち、本実施形態における画像処理装置では、入
力画像処理手段（入力画像処理部５００）が、主走査色ズレ補正部５０２、副走査色ズレ
補正部５０１、フィルタ処理部５０４、ヒストグラム処理部５０５、入力色補正部５０６
の少なくとも１つを備えることを特徴とする。入力画像処理部５００で処理された画像デ
ータもしくは像域判定部５０３で生成された属性フラグデータは、中間画像処理部６００
へ転送される。なお、ページ記述言語レンダリング部１１１からの画像データと属性フラ
グデータは、入力画像処理部５００の画像処理を通さずに、直接中間画像処理部６００に
入力させる構成にしても良い。
【００２４】
　図５は、本発明の第一の実施形態に係る画像処理装置の中間画像処理部６００の細部構
成を示すブロック図である。入力画像処理部５００によって前述したような補正処理等を
施された画像データは、属性フラグデータと共に、中間画像処理部６００に転送された後
、以下の構成の各処理部で細部処理が施される。地肌除去部６０１は、画像データの地肌
色すなわち不要な下地のカブリ除去を行う。例えば、３×８サイズのマトリクス演算や、
１次元ルックアップテーブル（ＬＵＴ）により地肌除去処理を行う。圧縮処理部６０２は
、画像データと属性フラグデータを各々所定の圧縮方法により圧縮処理が行われる。記憶
部６０３、圧縮処理部６０２で圧縮された画像データと属性フラグデータとを記憶するも
のであり、大容量ハードディスク等で構成される。解凍処理部６０４は、圧縮されている
画像データと属性フラグデータを各々所定の解凍方法により解凍処理が行われる。拡大縮
小処理部６０５は、画像データに対して、ユーザが操作パネル４０１上で、設定を行った
倍率または外部からの受信データに従った倍率で拡大縮小処理を行う処理が行われる。拡
大縮小処理には、既知の注目画素に対して近傍画素の値を割り当てて置き換えを行うニヤ
レストネイバー（Ｎｅａｒｅｓｔ－Ｎｅｉｇｈｂｏｒ）処理による変倍、注目画素と近傍
画素との間の補間値を割り当てるバイリニア（Ｂｉ－Ｌｉｎｅａｒ）処理による変倍等を
使用する。
【００２５】
　すなわち、本実施形態に係る画像処理装置では、中間画像処理部６００が、入力画像処
理部５００によって補正処理が行われた画像データの地肌色を飛ばして画像形成時に不要
となる下地のカブリ除去を行う地肌除去手段（地肌除去部６０１）を備える。また、中間
画像処理部６００は、画像データを所定の圧縮率で圧縮する画像圧縮手段（圧縮処理部６
０２）を備える。また、中間画像処理部６００は、圧縮処理部６０２によって圧縮された
画像データを記憶する記憶手段（記憶部６０３）と、記憶部６０３に記憶された画像デー
タを解凍する解凍手段（解凍処理部６０４）を備える。また、中間画像処理部６００は、
解凍処理部６０４によって解凍された画像データを所定の変倍率で変倍（拡大又は縮小）
する変倍手段（拡大縮小処理部６０５）を備える。また、拡大縮小処理部６０５によって
変倍された画像データを出力する画像出力手段（出力画像処理部７００）とを備える。
【００２６】
　図６は、本発明の第一の実施形態に係る画像処理装置の出力画像処理部７００の細部構
成を示すブロック図である。モノクロ生成部７０１は、カラー画像データをモノクロデー
タに変換し、単色としてプリントする際に、カラー画像データ、例えばＲＧＢデータを、
グレイ（Ｇｒａｙ）単色に変換する。例えば、ＲＧＢに任意の定数を掛け合わせ、グレイ
信号とする１×３サイズのマトリクス演算が行われる。出力色補正部７０２は、画像デー
タを出力するプリンタ部３００の特性に合わせて色補正を行う。例えば、４×８サイズの
マトリクス演算や、ダイレクトマッピングによる処理が行われる。フィルタ処理部７０３
は、画像データの空間周波数を任意に補正する。例えば９×９サイズのマトリクス演算処
理が行われる。ガンマ補正部７０４は、出力するプリンタ部３００の特性に合わせて、ガ
ンマ補正を行う。ここでは、通常１次元のルックアップテーブル（ＬＵＴ）が用いられる
。中間調処理部７０５は、出力するプリンタ部３００の階調数に合わせて任意の中間調処
理を行う。２値化や３２値化等の任意のスクリーン処理や誤差拡散処理が行われる。
【００２７】
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　尚、出力画像処理部７００内の処理は、上述したモノクロ部７０１～中間調処理部７０
５の全てを用いる処理だけに限られるものではなく、他の画像処理モジュールが追加され
ても良いし、必要に応じて削除されても良い。さらに、モノクロ生成部７０１～中間調処
理部７０５の処理順に関しても、この順序だけに限られるものではない。すなわち、本実
施形態に係る画像処理装置では、画像出力手段（出力画像処理部７００）が、モノクロ生
成部７０１、出力色補正部７０２、フィルタ処理部７０３、ガンマ補正部７０４、中間調
処理部７０５の少なくとも１つを備えることを特徴とする。上述した入力画像処理部５０
０、中間画像処理部６００、出力画像処理部７００各々の画像処理部には、像域判定部５
０３、または外部からの受信データに従って生成された属性フラグデータも、像域判定部
５０３以降では画像データと共に各画像処理部に入力される。そして、各画像処理部では
、その属性フラグデータに従って、各々の画像領域に対して最適な処理係数による画像処
理が施される。
【００２８】
　例えば、図６の出力画像処理部７００におけるフィルタ処理部７０３では、文字領域に
対して画像の高周波成分を強調することにより文字の鮮鋭度を強調する。また、フィルタ
処理部７０３は、網点領域に対してはいわゆるローパスフィルタ処理を行い、デジタル画
像に特有のモアレ成分を除去する、といった処理を行うことができる。例えば、トナーセ
ーブモードと称されるトナー消費量を削減してプリント出力コストを節約するモードでは
、出力色補正部７０２において文字領域、写真領域、網点領域個別に消費量削減割合を調
整する。この処理により、画質を著しく損なうことなくトナー消費量を削減する処理を行
うことができる。このようにして各処理モジュールで、属性フラグデータに従って、画像
領域に対して最適な処理を行うことで、高画質化を行うことができる。
【００２９】
　＜操作部＞
　図７に本実施形態を適用するのに好適なデジタル複合機の操作部４００を示す。液晶操
作パネル４０１は液晶にタッチパネルを組み合わせたものであり、設定内容の表示、ソフ
トキーの表示等がなされるものである。スタートキー４０２はコピー動作等を開始指示す
るためのハードキーであり、内部に緑色および赤色のＬＥＤが組み込まれており、スター
ト可能のときに緑色、スタート不可のときに赤色のＬＥＤが点灯する。ストップキー４０
３は動作を停止させるときに使用するハードキーである。ハードキー群４０４には、テン
キー、クリアキー、リセットキー、ガイドキー、ユーザモードキーが設けられている。
【００３０】
　＜白黒センサ切替設定＞
　図８は上述のモノクロコピーを行う際の、画質優先かスピード（速度）優先かを設定す
るための操作画面例である。以下、白黒センサ切替設定画面と呼ぶ。ここでの画質優先は
上述したＲＧＢカラーセンサを用いて原稿の読み取りを行うカラー読み取りモードを意味
し、スピード優先は上述したＢＷモノクロセンサを用いて原稿の読み取りを行うモノクロ
読み取りモードを意味する。白黒センサ切替設定画面８１０内には、画質優先ボタン８１
３、スピード優先ボタン８１４、ＯＫボタン８１１、キャンセルボタン８１２が配置され
る。ユーザは、画質優先ボタン８１３およびスピード優先ボタン８１４を操作することに
よって、上述のモノクロプリント時のカラー読み取りモードまたはモノクロ読み取りモー
ドを指定する。ＯＫボタン８１１を押下すると、その直前に表示されていたモード設定の
内容を保持し、この操作画面が閉じられる。キャンセルボタン８１２を押下すると、この
操作画面を開く直前のモード設定の内容を保持し、この操作画面が閉じられる。
【００３１】
　＜処理フロー＞
　本発明における実施形態について説明する。図９は本実施形態による処理の流れを表し
た図である。コピーの場合、Ｓ９０１においてユーザは操作部４００を用いて、モノクロ
出力か、カラー出力かを選択する。モノクロ出力が選択された場合、Ｓ９０２においてカ
ラー読み取りを行うか、モノクロ読み取りを行うかを設定値に従って判定する。この際、
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白黒センサ切替設定はコピー開始前に設定されていても、上述モノクロ出力、カラー出力
選択後に指定してもよい。Ｓ９０２においてユーザからカラー読み取りが選択されていた
場合、Ｓ９０３にてＣＣＤセンサ２１８におけるＲＧＢカラーセンサを用いて原稿を読み
取り、ＲＧＢカラー画像データ９０６を取得する。Ｓ９０９にて、入力画像処理部５００
において像域判定処理等を行い、Ｓ９１２にて、中間画像処理部６００において圧縮処理
、データ記憶等の処理を行う。Ｓ９１５にて、出力画像処理部７００において地色除去や
モノクロ変換等の処理を行ってモノクロ画像データを生成し、その後、Ｓ９１８でプリン
タ３００を用いてモノクロプリントを行う。Ｓ９０２において、モノクロ読み取りがユー
ザから選択されていた場合、Ｓ９０４にてＣＣＤセンサ２１８におけるＢＷモノクロセン
サ（ＢＷセンサ）を用いて原稿を読み取り、モノクロ画像データ９０７を生成する。
【００３２】
　Ｓ９１０にて、入力画像処理部５００において像域判定処理５０３等を行う。この際、
ＢＷモノクロセンサのみの走査であるため、副走査および主走査における色ズレが発生し
ないので、入力画像処理部５００において副走査色ズレ補正部５０１および主走査色ズレ
補正部５０２は行わなくてよい。Ｓ９１３にて、中間画像処理部６００において圧縮処理
、データ記憶等の処理を行う。Ｓ９１６で、出力画像処理部７００においてガンマ補正等
の処理を行う。この際、ＢＷモノクロセンサのみを用いて読み取りを行っているため、中
間画像処理部６００においてモノクロ生成部７０１は行わなくてよい。Ｓ９１８にて、プ
リンタ３００を用いてモノクロプリントを行う。Ｓ９０１にて、カラーコピーが選択され
た場合、Ｓ９０５で、ＣＣＤセンサ２１８における、ＲＧＢカラーセンサを用いて原稿を
スキャンし、ＲＧＢカラー画像データ９０８を取得する。Ｓ９１１にて、入力画像処理部
５００において像域判定処理５０３等を行い、Ｓ９１４にて、中間画像処理部６００にお
いて圧縮処理、データ記憶等の処理を行う。Ｓ９１７にて、出力画像処理部７００におい
てフィルタ補正等の処理を行う。この際、カラー出力を行うため、中間画像処理部６００
においてモノクロ生成部７０１は行わなくてよい。Ｓ９１９にて、プリンタ３００を用い
てカラープリントを行う。
【００３３】
　本実施形態において、原稿をモノクロ出力させる際にカラー読み取りを行うことで階調
再現性を向上させることができ、また、モノクロ読み取りを行った場合は読み取り速度を
向上させることができる。この選択をユーザに提供することで、所望のモノクロ画像を得
ることができる。
【００３４】
　＜第二の実施形態＞
　本発明における第二の実施形態に関して説明する。ここでは白黒センサ切替を、ネット
ワークＩ／Ｆ１０５を用いてＬＡＮ８００に接続するか、もしくはモデム１０６を用いて
公衆回線９００に接続することによって、装置間のデータの送受信を行う方法を示す。Ｌ
ＡＮ８００や、公衆回線９００を用いて送受信を行う場合、第一の実施形態において操作
部４００を用いてモノクロ出力、カラー読み取りが選択された場合、ＣＣＤセンサ２１８
における、ＲＧＢカラーセンサを用いて原稿を読み取り、カラー画像データを取得する。
中間画像処理部６００における圧縮処理部６０２で圧縮処理、色変換等の処理を行う。
【００３５】
　次に、出力画像処理部７００でモノクロ生成部７０１の処理が行われた後、カラー読み
取りを行った情報を属性データとして画像データにもたせ、ＬＡＮ８００または公衆回線
９００を用いて画像データを送信する。第二の実施形態において操作部４００を用いてモ
ノクロ出力、モノクロ読み取りが選択された場合、ＣＣＤセンサ２１８における、ＢＷモ
ノクロセンサを用いて原稿を読み取り、モノクロ画像データを取得する。入力画像処理部
５００において像域判定処理５０３等を行う。この際、モノクロセンサのみの走査である
ため、副走査および主走査における色ズレが発生しないので、入力画像処理部５００にお
いて副走査色ズレ補正部５０１および主走査色ズレ補正部５０２は行わなくてよい。中間
画像処理部６００で記憶部６０２の処理が行われた後、ＬＡＮ８００または公衆回線９０
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０を用いて画像データを送信する。
【００３６】
　第二の実施形態において操作部４００を用いてカラー出力、カラー読み取りが選択され
た場合、ＣＣＤセンサ２１８における、ＲＧＢカラーセンサを用いて原稿をスキャンし、
カラー画像データを取得する。中間画像処理部６００における圧縮処理部６０２で圧縮処
理、色変換等の処理を行い、記憶部６０３の処理が行われた後、ＬＡＮ８００または公衆
回線９００を用いて画像データを送信する。この際、画像データをＪＰＥＧ、ＰＤＦ等の
フォーマットで送信する。なお、通信プロトコルにはＦＴＰ、ＷＩＮＤＯＷＳ（ＳＭＢ）
等を用いるが、本実施形態では限定しない。
【００３７】
　本実施形態において、ネットワークＩ／Ｆを介し、ＬＡＮ８００や公衆回線９００を用
いてデータの送受信を行う場合でも、所望のモノクロ画像を得ることができる。
【００３８】
　＜第三の実施形態＞
　本発明における第三の実施形態に関して説明する。ここでは、画像入力手段であるスキ
ャナ部２００に原稿フィーダ２０１が装着されている場合と、原稿フィーダ２０１が装着
されていな場合（すなわち、プラテン読み取りのみ可能）で、読み取る処理を切り替える
方法を示す。すなわち、スキャナ部２００に原稿フィーダ２０１が装着されている場合、
第一の実施形態のようにＲＧＢカラーセンサとＢＷモノクロセンサの切り換えを可能とす
る。しかしながら、スキャナ部２００に原稿フィーダ２０１が装着されていない場合（す
なわち、プラテン読み取りのみ可能）、第一の実施形態で説明した白黒センサ切替を無効
とし、ＲＧＢカラーセンサを用いた読み取りのみを有効とする。プラテン読み取りの場合
、原稿台をセンサが往復動作をするために、原稿フィーダ２０１を用いる場合に比べ、読
み取り速度が遅くなり、図８に示す設定画面でスピード優先が選択されていても効果が得
られない場合もある。　　
【００３９】
　次に、本実施形態のおける処理の流れを示す。原稿フィーダ２０１を用いて原稿を読み
取る場合は第一の実施形態および第二の実施形態と同様に図９に示す処理を行う。原稿フ
ィーダ２０１が装着されておらずプラテン読み取りの場合、図２において、原稿台にある
プラテンガラス２１１上に原稿を載置する。図９において、Ｓ９０１でモノクロ出力が選
択された場合、Ｓ９０２にて図８で設定されたカラー読み取り、モノクロ読み取りの判定
を行わず、自動でカラー読み取り（画質優先）が選択される。Ｓ９０４以降の処理は第一
の実施形態および第二の実施形態と同様である。なお、プラテン読み取り時にＢＷモノク
ロセンサを用いたモノクロ読み取りが可能であり、かつ読み取り速度を上げることができ
るならば、第一の実施形態と同様に読み取り設定に対し切り替え可能としてもよい。スキ
ャナ部２００に原稿フィーダ２０１が装着されている場合、第一の実施形態のような白黒
センサ切替を可能とする。
【００４０】
　本実施形態において、原稿フィーダを用いるか、プラテン読み取りを用いるかの選択に
よって読み取りモードを自動で切り替え、プラテン読み取り時においては画質を優先する
ことによって、画質の保証をすることが可能となる。
【００４１】
　＜第四の実施形態＞
　本発明における第四の実施形態に関して説明する。ここでは白黒センサ切替において、
先述した原稿モード（文字モード、写真モード、文字写真モード）によって画質優先か、
スピード優先かを自動で切り替える方法を示す。
【００４２】
　文字モードの場合、出力画像としてシャープな画像が要求される。ＲＧＢカラーセンサ
を用いて読み取りを行った場合、色ズレが発生するため、副走査色ズレ補正部５０１およ
び主走査色ズレ補正部５０２において、色ズレ補正を行わなければならない。このため、
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ＭＴＦ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）が低くなり、文
字のエッジが滑らかな画像になってしまう。このため、原稿モードが文字モードに選択さ
れた場合、スピード優先の設定を有効とし、ＢＷモノクロセンサを用いて読み取りを行う
。写真モード、文字写真モードの場合、階調再現性と読み取り速度の両立を行うために、
第一の実施形態と同様に、画質優先、スピード優先の選択を行い、設定値に基づいて処理
を行う。
【００４３】
　次に、本実施形態における処理の流れについて説明する。図１０は本実施形態による処
理の流れを表した図である。図１０において、Ｓ１００１でモノクロコピーがユーザから
選択された場合、Ｓ１００２で原稿モードを選択する画面を表示する。この画面からユー
ザはモードの選択を行う。Ｓ１００２で文字モードが選択された場合、カラー読み取り、
モノクロ読み取りの判定を行わず、自動でモノクロ読み取り（スピード優先）が選択され
る。
【００４４】
　次に、Ｓ１００４にて、ＣＣＤセンサ２１８における、ＢＷモノクロセンサを用いて原
稿を読み取り、モノクロ画像データを取得する。次に、Ｓ１００７にて画像処理Ａを行い
、Ｓ１０１０で、プリンタ３００を用いてモノクロプリントを行う。Ｓ１００４で行う画
像処理Ａは前述した入力画像処理部５００、中間画像処理部６００、出力画像処理部７０
０の処理を行うものである。この際、ＢＷモノクロセンサのみの走査であるため、入力画
像処理部５００における副走査色ズレ補正部５０１および主走査色ズレ補正部５０２は行
わなくてよい。また、像域判定部５０３の処理も行わなくてよい。また、出力画像処理部
７００において、ガンマ補正等の処理を行う。この際、フィルタ処理部７０３においてエ
ッジ強調等の処理を行う。また、ガンマ補正部７０４では図１１に示す文字モード用の補
正係数を用いて補正を行う。Ｓ１００２で写真モードまたは文字写真モードがユーザから
選択された場合、Ｓ１００３でモノクロ読み取りを行うか、カラー読み取りを行うかをユ
ーザは選択する。
【００４５】
　Ｓ１００３でモノクロ読み取りが選択された場合、Ｓ１００５にて、ＣＣＤセンサ２１
８における、ＢＷモノクロセンサを用いてプラテンガラス上に載置した原稿を読み取り、
モノクロ画像データを取得する。次に、Ｓ１００８にて画像処理Ｂを行い、Ｓ１０１０で
、プリンタ３００を用いてモノクロプリントを行う。Ｓ１００８で行う画像処理Ｂは前述
した入力画像処理部５００、中間画像処理部６００、出力画像処理部７００の処理を行う
ものである。この際、ＢＷモノクロセンサのみの走査であるため、入力画像処理部５００
における副走査色ズレ補正部５０１および主走査色ズレ補正部５０２は行わなくてよい。
Ｓ１００２において写真モードが選択された場合、像域判定部５０３の処理も行わなくて
よい。また、ガンマ補正部７０４では図１１に示す写真モード用の補正係数を用いて補正
を行う。Ｓ１００２において文字写真モードがユーザから選択された場合、ガンマ補正部
７０４では図１１に示す文字写真モード用の補正係数を用いて補正を行う。Ｓ１００３で
カラー読み取りがユーザから選択された場合、Ｓ１００６にて、ＣＣＤセンサ２１８にお
ける、ＲＧＢカラーセンサを用いて原稿を読み取り、カラー画像データを取得する。
【００４６】
　次に、Ｓ１００９にて画像処理Ｃを行い、Ｓ１０１０で、プリンタ３００を用いてモノ
クロプリントを行う。Ｓ１００９で行う画像処理Ｃは前述した入力画像処理部５００、中
間画像処理部６００、出力画像処理部７００の処理を行うものである。Ｓ１００２におい
て写真モードが選択された場合、像域判定部５０３の処理は行わなくてよい。また、ガン
マ補正部７０４では図１１に示す写真モード用の補正係数を用いて補正を行う。Ｓ１００
２において文字写真モードが選択された場合、ガンマ補正部７０４では図１１に示す文字
写真モード用の補正係数を用いて補正を行う。図１０において、Ｓ１００１でカラーコピ
ーが選択された場合、図９におけるＳ９０５以降と同様の処理を行う。
【００４７】
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　本実施形態において、それぞれの原稿タイプに応じて設定されたモードに対応して、適
切な読み取りモードが自動で選択されることにより、画像の階調再現性および、読み取り
速度の適切な両立が可能となる。
【００４８】
　＜第五の実施形態＞
　本発明における第五の実施形態に関して説明する。ここでは白黒センサ切替において、
読み取りを行う原稿の枚数に応じてセンサを切り替える方法を示す。モノクロ出力時にお
いて、読み取りを行う原稿の枚数が少ない場合、スピード優先が選択されても、その効果
が小さい場合がある。一方で、読み取りを行う原稿の枚数が多い場合に画質優先が選択さ
れた場合、その生産性が低下してしまうため、読み取る原稿の枚数に応じて読み取りモー
ドの切り替えを行う。この際、重量検知部（不図示）によって、読み取る原稿の重量を検
知し、重量に応じて読み取りモードを切り替える。重量が軽い場合はＲＧＢカラーセンサ
を用いたカラー読み取り（画質優先）を行っても、ＢＷモノクロセンサを用いたモノクロ
読み取り（スピード優先）と速度面で大きな差が生じないため、画質優先が有効となる。
【００４９】
　図１２は上述の重量検知機能の操作画面例である。重量検知設定がＯＮの場合は重量検
知部（不図示）によって原稿の重量を検知する。重量検知設定がＯＦＦの場合は重量検知
部（不図示）による原稿の重量検知を行わない。重量検知設定画面１１１０内には、重量
検知機能ＯＮボタン１１１３、重量検知機能ＯＦＦボタン１１１４、ＯＫボタン１１１１
、キャンセルボタン１１１２が配置される。ユーザは、重量検知機能ＯＮボタン１１１３
および重量検知機能ＯＦＦボタン１１１４を操作することによって、上述の重量検知機能
の有効、無効を指定する。ＯＫボタン１１１１を押下すると、その直前に表示されていた
重量検知機能の設定内容を保持し、この操作画面が閉じられる。キャンセルボタン１１１
２を押下すると、この操作画面を開く直前の重量検知機能の設定内容を保持し、この操作
画面が閉じられる。なお、重量検知機能の操作画面はこの形式に限られるわけではなく、
同様の設定ができれば特に問わない。
【００５０】
　次に、本実施形態における処理の流れを、図９を用いて説明する。重量検知設定がＯＮ
に設定されている場合において、重量検知部（不図示）によって重量が軽いと判定された
場合、図９におけるＳ９０２において図８の白黒センサ切替設定画面での設定を用いず、
画質優先（カラースキャン）を有効とする。それ以降はＳ９０３以降の処理を行う。重量
検知部（不図示）によって重量が重いと判定された場合は、図９におけるＳ９０２におい
て図８の白黒センサ切替設定画面での設定を有効とし、Ｓ９０３またはＳ９０４以降の処
理を行う。なお、重量検知部２０３が備えられていない場合、または重量検知機能がＯＦ
Ｆの場合は、図９におけるＳ９０２において、図８の白黒センサ切替設定画面での設定を
有効とし、Ｓ９０３またはＳ９０４以降の処理を行う。ここで原稿の軽重の判定基準は特
に限定しない。また、用紙サイズ毎に定義しても良いし、特に制限するものではない。
【００５１】
　本実施形態において、原稿の枚数が少ない場合は、読み取りモードによる速度面での差
異が出にくいことから、読み取りモードを自動で画質優先に設定することにより階調再現
性が高い画像を得ることが出来る。また、重量検知機能のＯＮ／ＯＦＦを切り替えること
により、ユーザが必要に応じて機能を利用でき、所望の画像を得ることができる。
【００５２】
　本発明の各工程は、ネットワーク又は各種記憶媒体を介して取得したソフトウエア（プ
ログラム）をコンピュータ等（例えば、ＰＣ）の情報処理装置（ＣＰＵ、プロセッサ）に
て実行することでも実現できる。
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